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感染防止のための指針 
 

１． 院内感染対策に関する基本的な考え方 

安全で良質な医療を提供するために、院内感染の発生を未然に防止すること、発生した感染

症が拡大しないように制圧することが大切です。当院は、職員一人ひとりが自覚をもちながら、組

織として取り組み、院内感染防止に努めます。 

２． 院内感染対策委員会に関する基本的事項 

本院における感染防止対策に関する意志決定機関として院内感染対策委員会を設置し、毎月

１回会議を行い、感染防止に関わる事項を検討します。 

また、院内感染防止対策チーム（ICT）、抗菌薬適正使用支援チーム（AST）を設置し、感染対

策の実務を行います。 

３． 院内感染対策のための教育に関する基本方針 

院内感染防止対策の推進のため「院内感染対策マニュアル」を整備し、職員への周知徹底を

図ります。職員は感染対策マニュアルに沿って、感染防止対策を遵守します。 

就職時の研修や全職員を対象とした年２回の研修会を開催し、職員の感染防止対策に対する

意識・知識・技術の向上を図ります。 

４． 院内感染発生時の対応に関する基本方針 

院内感染防止対策チーム（ICT）は院内で発生した感染症の発生状況や原因に関するデータ

を継続的かつ組織的に収集して、院内感染のアウトブレイクに速やかに対応します。届出義務の

ある感染症患者が発生した場合は、法律に則り行政機関と連携し対応します。 

５． 抗菌薬の適正使用に関する基本方針 

全世界で薬剤耐性菌の問題が危惧されるようになり、新たな耐性菌を生み出さないための適正

な抗菌薬治療の推進が求められます。当院では、抗菌薬適正使用支援チーム（AST）が病院全体

の抗菌薬使用動向や耐性菌出現率等のモニタリングを行うとともに、個々の症例に対する感染症

治療の助言を行うことにより、適正な抗菌薬の使用を推進します。 

６． 地域の感染対策向上に関する基本方針 

当院は第二種感染症指定医療機関に指定されています。地域の中核病院として定期的にカン

ファレンスを開催して近隣医療機関を支援し共に地域の感染対策向上に取り組みます。 
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